
船舶事故等調査報告書 

平成２７年９月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５長第３２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２７年４月４日 ０７時４５分ごろ 

発生場所 熊本県八代
やつしろ

市八代港 

 八代港防波堤灯台から真方位０２７°１,７００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３２.１８′ 東経１３０°３２.４５′） 

事故等調査の経過  平成２７年４月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 陽
ひ

川
かわ

丸、４９９トン 

   １４１３８４、有限会社大福汽船 

Ｂ 警戒船 漁
ぎょ

栄
えい

丸、２.８トン 

   ＫＭ３－４６６７３（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９３－１８２４２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び甲板員Ｂ） 

損傷 Ａ 球状船首外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に亀裂 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、八代港の外港地区Ｇ５岸壁に

着岸するため、機関を後進にかけ、スラスタを使用し、右回頭して船

首が岸壁とほぼ直角になった頃、船長Ａが、右舷方約１５０ｍのとこ

ろに、接近してくるＢ船を認めた。 

 Ａ船は、船長Ａが、Ａ船の船首から岸壁までの距離が約１００ｍで

あったので、Ｂ船がＡ船の船首と岸壁の間を通過して行くものと思

い、回頭を続けていたところ、平成２７年４月４日０７時４５分ご

ろ、その球状船首先端部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、直ちに、機関及びスラスタを停止し、Ｂ船の動静を確認

したところ、船長Ｂが片手を挙げて合図をし、Ａ船の北方１５０ｍ付

近に錨泊したので、操船を続けてＧ５岸壁に着岸した後、本事故の状

況を海上保安庁に通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、八代港外港地区岸壁工事

の警戒業務を行うため、船長Ｂが、操舵室中央部で立って操船に当た

り、約３～４ノットの対地速力で手動操舵により、同岸壁に沿って北

東進した。 



 Ｂ船は、船長Ｂが、警戒場所の目印となる岸壁から吊
つる

された作業台

を探すため、岸壁の方を見て操船していたところ、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂ及び甲板員Ｂは、衝撃で転倒し、身体に痛みを感じたので、

工事元請け会社の車で病院へ向かい、船長Ｂが左第９肋骨骨折、甲板

員Ｂが頸椎捻挫とそれぞれ診断された。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 北、風速 約３～４m/s、視程 約３００～

５００ｍ 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 八代市には、４月４日０７時２６分に濃霧注意報が発表されてい

た。 

 その他の事項  船長Ａは、本事故以前、岸壁付近で汽笛を吹鳴したところ、地元住

民から苦情を受けたことから、本事故時、Ａ船に接近してくるＢ船に

対して汽笛による注意喚起を行わなかった。 

 船長Ｂは、ふだんは漁を行っており、月に１～３回、所属漁業協同

組合からの依頼を受け、八代港外港地区岸壁工事の警戒業務を行って

いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、視界が制限された八代港において、同港の外港地区Ｇ５岸

壁に着岸するために同岸壁の前面で右回頭中、船長Ａが、右舷方に認

めたＢ船がＡ船の船首と同岸壁の間を通過して行くと思い、回頭を続

けていたところＢ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、視界が制限された八代港において、同港の外港地区岸壁に

沿って北東進中、船長Ｂが、同岸壁から吊された作業台を探すことに

意識を集中し、船首方の見張りを行っていなかったことから、Ａ船に

気付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、視界が制限された八代港の外港地区Ｇ５岸壁付近におい

て、Ａ船が着岸のために右回頭中、Ｂ船が同岸壁に沿って北東進中、

船長Ｂが、同岸壁から吊された作業台を探すことに意識を集中し、船

首方の見張りを行っていなかったため、Ａ船に気付かずに航行し、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時、適切な見張りを行うこと。 

 ・接近する他船を認めたときは、必要に応じて注意喚起信号を行う

こと。 

 


